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•  優れた自然の風景地を保護するとともに、その
利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及
び教化に資するとともに、生物の多様性の確保
に寄与する。 

優れた自然の風景地 
（多様な生態系を包含） 

 
 
 
 
 

優れた自然 
（生態系、希少種・・・） 

自然の風景地 

保護 利用 

保護と利用 

自然公園法の目的 
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国立公園の指定と公園計画 
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■保護のためのゾーニング 

■利用のための施設配置 



瀬戸内海国立公園六甲地域 公園計画第４次点検 

経緯 
 1914年3月16日 瀬戸内海国立公園指定 
 1936年5月  1日 六甲地域 公園区域に編入 
 1984年6月15日 公園計画再検討 
         （公園区域・公園計画の全般的な見直し） 
 1993年7月19日 第１次点検 
         （公園区域、保護計画、利用計画変更） 
 2001年3月30日 第２次点検 
         （利用計画変更） 
 2010年2月  9日 第３次点検 
         （点検の結果変更なし） 
  

  2018年8月13日 第４次点検 
       （全般的な見直しとしては34年ぶり） 



【摩耶山集団施設地区】 
・集団施設地区を検討 
・利用環境整備に適した地種区分への変更を検討 
  ※利用拠点として面的な利用を推進。 

＜第４次点検のねらい＞ 
六甲山の魅力を最大限発揮させること
を目指し、六甲山らしい公園利用を推
進するため、必要な計画変更を行う。 

公園計画第４次点検の概要 

【その他】 
・整備の見込みのない施設の削除 
・利用実態に応じた歩道のルート   
   追加・名称変更 

【六甲山集団施設地区】 
・集団施設地区を検討 
  ※利用拠点として面的な利用を推進。 
  ※遊休施設の活用にも寄与。 



公園計画第４次点検 六甲山集団施設地区の指定 

<これまで> 
個別の利用施設計画が設定（種
別・位置）されていて、これ以
外の事業はできなかった。 

駐車場 

博物展示施設 

野営場 

植物園 

園地 

宿舎 

運動場 

公衆便所 

<集団施設地区設置後> 
六甲山上でさまざまな公園事業を
展開することが可能になった。 

○集団施設地区（面的な利用計画） 
 国立公園の利用拠点として、園地、宿舎、野営場など、利用及び管理
のための施設を総合的に整備する地区。指定にあたっては、区域を画し、
整備方針を定める。  

集団施設地区 



公園計画第４次点検 摩耶山集団施設地区の指定 

<これまで> 
主に第１種特別地域に指定さて
いて、保護と利用の軸足が保護
よりになっていた。 

駐車場 

博物展示施設 
園地 

宿舎 

<点検後> 
利用拠点としての整備方針を 
踏まえ第２種特別地域として 
公園事業としての利用を展開で
きるようになった。 

○集団施設地区（面的な利用計画） 

集団施設地区 

集団施設地区 



公園計画第４次点検に関連する 
       これまでの作業と今後の作業 

これまで（平成29年度～） 
 ○国立公園六甲山魅力向上プロジェクト推進委員会の設置 
 ○国立公園六甲山ビジョンの作成 
 ○トレイル満喫プランおよび眺望満喫プランの検討 
 ○公園計画の点検（平成30年8月13日告示） 

 
今後（平成30年度～） 
 ○トレイル満喫プランおよび眺望満喫プランの作成 
 ○瀬戸内海国立公園六甲地域『管理運営計画』の策定 
   ＜管理運営計画の内容＞   
   ・ビジョン→国立公園六甲山ビジョン 作成済（2018.3月） 
   ・管理運営方針 
   ・風致景観及び自然環境の保全に関する事項 
   ・適正な公園利用の推進に関する事項 
   ・公園事業及び行為許可等の取扱いに関する事項 
   ・国立公園関係者の連携体制等に関する事項 

         ⇒2019年度目処に作成予定 
 


